
令和３年度 家族介護教室のご案内

対象者：

家族を介護している方

や介護に興味のある方、

家族の介護をする予定

のある方

コロナ禍で使える！高齢者見守りツールご紹介
テーマ：長崎市の認知症の方への取り組みと見守りツールの紹介

長崎市SOS見守りネットワーク事業、

福祉用具の紹介等

講 師：認知症地域支援推進員

協 力：ベストケア長崎

人生会議～元気なうちから手帳の紹介～

講 師：長崎市地域包括ケアシステム推進室

第１回

第２回

小島地区会場 { 申込〆切：11月2７日（土）}

日 時：第１回・12月 4日（土）１０：００～１２：００

第２回・12月11日（土）１０：００～１２：００

場 所：小島ふれあいセンター 2F 第1研修室

茂木地区会場 { 申込〆切：１１月１３日（土）}

日 時：第１回・１1月20日（土）１０：００～１２：００

第２回・１1月27日（土）１０：００～１２：００

場 所：茂木地区ふれあいセンター2F 第1研修室(講堂)

参加費：無料 定 員：各回２０名程度
申し込み・問い合わせ先：小島・茂木地域包括支援センター☎８２０－８２３１

E-mail: koshima-mogihoukatsu@kind.ocn.ne.jp

※新型コロナウイルス感染症対策として、人数制限を実施しますの

で参加希望の方は必ず電話で申し込みをお願い致します。

※緊急事態宣言等でふれあいセンター閉館時はオンラインで行います。

メールアドレス宛にZoomパスワードをお送りいたします。

介護を必要とするとき、どうしたらいい・・・・・・

既に介護をしているが、もっとコツを知りたい・・・・・・

そんな皆様の声に応え、今年も家族介護教室を開催します。

知ってて得する情報や介護を学べる良いチャンスですので、

是非、気軽にご参加下さい！

小島・茂木地域包括支援センターだより
発行責任 長崎市小島・茂木地域包括支援センター

住 所 長崎市田上2丁目2番7号（２F）

電話番号 （095）820－8231

高齢者の総合

相談窓口です

第 51 号

肺炎に対する意識調査と肺の機能検査を行っています

小島・茂木地域包括支援センターでは
長崎大学大学院医歯薬学総合研究科 保健学専攻理学療法学分野 准教授 田中貴子先生

と協力して、小島・茂木地域エリアにお住いのサロン活動や老人会活動へ参加されている

高齢者の方々を対象に調査を行っています。

背景：日本の死亡原因で肺炎は第３位に位置します。

その97％を65歳以上が占めています。

肺炎になった人の約40％に体力の低下や口から食べることが

困難になる方がいます。

目的：肺炎を予防することは重要な問題です。

自身の肺の機能の状態を理解し肺炎の発症を予防する指標と

するために調査を行います。

🌸検査の様子🌸

内容
①基本情報の記入

②アンケートの記入

１）チェックリスト

２）肺炎に関すること

３）飲み込みの能力に関すること
③肺機能検査

④咳の力

⑤舌の力

🌸肺炎に関する講話とアンケート記入の様子🌸

検査にご協力いただいた

たがみなごみクラブ、茂木元気サロン、

なでしこ会、にこにこ会

の皆様ありがとうございました。

検査を自身の健康増進のための参考にし

ていただければ幸いです。

また、現在コロナ禍で検査が中断してい

るところもありご迷惑おかけしておりま

す。落ち着きましたら検査の方を進めさ

せていただければと思っております。ま

た、こちらのサロンでも何か行いたいと

言うお声があればご連絡いただければと

思います。



・消費者が自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフできません。契約解除には、手付金の倍額を

支払うか、契約条項に基づく高額な違約金が必要となるので安易に契約してはいけません。

・「賃貸として住み続けられる」などと勧誘されることもありますが、良い話だけではありません。不動産取引

は複雑です。一人で対応せず、取引の内容を理解するまで契約してはいけません。

・安易に自宅を売却してしまうと、住む場所がなくなるなど、生活に深刻な影響が生じる可能性もあります。

自宅 を売るつもりがなければ、訪問を許さず、「売りません」「契約しません」ときっぱり断りましょう。

・困ったときには、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください（消費者ホットライン188）。

要介護認定を受け一人暮らしをしている。不動産業者から「住宅について有利な話がある」と電話があり訪

問を承諾した。すぐに営業員二人が訪ねて来て、「自宅マンションを1千万円で買い取る。 その後は家賃13

万円で住み続けられ、管理費や固定資産税もかからない」と言われた。一人では決められないと断ったが

「早く決めないと売れなくなる」とせかされ、夜11時頃まで勧誘され、契約書にサインしてしまった。解約し

たい。（80歳代 女性）

⚠消費者被害情報⚠ ～深刻な事態にも！ 強引な自宅の買い取りに

台風・地震・ゲリラ豪雨…災害大国日本だからこそ…

地域で考える災害時対応！

小島・茂木包括センター無料弁護士相談会は、コロナ禍により、高齢者との

面会を極力避けるため、当面の間見合わせています。代わりに長崎県弁護士

会では、高齢者のための無料電話相談を実施していますのでご活用ください。

【高齢者のための無料電話相談日】
内 容：遺言、相続、成年後見、財産管理、消費者被害、借金問題、近隣トラブル等

相談料：無料

日 時：毎週木曜日（年末年始・祝日除く）１０時～１６時

連絡先：☎824-3903
※申込みの電話をした後に、同日のうちに担当弁護士から折り返しの連絡があり、電話相談を実施します。

無料弁護士相談窓口のお知らせ！


